
相 談 種 別 と　　　き 場所（担当課）

市 民 相 談 市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市 役 所

市 民 相 談 室

（ 秘 書 広 報 課 ）
☎870・0403

行 政 相 談
第2・3・4火曜日

午後1時～3時
（第3火曜日はアクロス）

登 記 相 談
（予約制）

第3火曜日
午後1時～3時

法 律 相 談
（予約制）

水・木曜日
午後1時～4時

金曜日
午後6時～9時

ア ク ロ ス
（ 秘 書 広 報 課 ）

☎870・0403

女 性 の 悩 み
なんでも相談

（予約制）

第1月曜日 午前10時
～正午、午後１時～3時
第3水曜日 午後4時～8時
第4土曜日 午後1時～5時

ア ク ロ ス
☎869・6505

人権よろず相談 第2・4金曜日
午後1時～3時

市 民 会 館 2 階
人権教育啓発センター
（ 人 権 啓 発 室 ）

☎870・9061

人 権 相 談

生 活 相 談

月～土曜日
午前9時～午後5時30分
　ただし、火・金曜日
　は午後8時30分まで

北条人権文化センター
☎877・6066

（NPO法人ほうじょう）
☎876・2560

総 合 相 談

（総合・人権）

月～土曜日
　午前9時～午後5時30分
　 木曜日は午後8時30分まで
第１土曜日、第4月曜日
のみ午後3時～8時30分

野崎人権文化センター
（野崎地域人権協議会）

☎879・1818

出張「よろず
生活相談」

第2月曜日
午後3時～8時30分

深 野 園 住 宅 集 会 所
（野崎地域人権協議会）

☎879・1818

就 職 困 難 者

向 け 相 談

【 】就職のあっせん
はできません

月～金曜日
午前10時～正午、
午後1時～6時

ワークサポート大東
（地域就労支援センター）
☎870・5370（予約制）

月・水・木曜日
午前9時～午後5時30分
火・金曜日
午前9時～午後8時30分

北条人権文化センター
（北条地域就労支援センター）
☎877・5050（予約制）

月～土曜日
午前9時～午後5時30分
第１土曜日、第4月曜日
のみ午後3時～8時30分

野崎人権文化センター
（野崎地域就労支援センター）
☎879・1818（予約不要）

中小企業融資相談
労 働 相 談

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市役所東別館2階
（ 産 業 労 働 課 ）

☎870・4013

精 神 障 害 者
相 談

月～土曜日
午前9時～午後5時30分

あ ー す
☎874・9900
9874・9922

身 体 障 害 者
相 談

月～金曜日
午前9時15分～午後5時15分

大東市障害者生活支援センター
☎806・1331
9806・1333

知 的 障 害 者
障 害 児 相 談

月～金曜日
午前9時～午後5時15分

あ お ぞ ら
☎875・3969
9800・6051

身体障害者（児）相談 第1土曜日
午後1時～4時

（1・5月を除く） 総合福祉センター
☎872・2222
9872・2223

知的障害者（児）相談

精神障害者相談
「心 の 相 談」

第1土曜日
午後1時～4時

（1月を除く）

相 談 種 別 と　　　き 場所（担当課）

消費生活相談 市役所開庁日
午前9時～午後5時

市役所東別館 1 階
（消費生活センター）

☎870・0492
母 子 相 談

（予約制）
月・火・水・金曜日
午前9時30分～午後4時30分

市役所（子ども支援課）
☎870・9655

家庭児童相談 市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市役所（子ども支援課）
☎870・9681

青少年活動相談
火・木・土曜日
（第2木曜日を除く）

午後7時～9時
青 少 年 ル ー ム

☎874・5165

教 育 相 談

月～土曜日
午前9時～午後5時30分
（予約制）

北条青少年教育センター
☎876・0002

第1木曜日
午後2時～4時

第3木曜日
午後5時～7時

野崎青少年教育センター
☎877・7585

市役所開庁日
（年6日の特定日は除く）
午前10時～午後4時

キッズプラザ 2 階
教 育 相 談 室

☎874・8785

進路選択等教育
支 援 相 談

水曜日
午後5時30分～7時30分

土曜日
午後4時～6時

キッズプラザ 2 階
教 育 相 談 室

☎874・8785

月・木曜日
午後6時～8時

野崎人権文化センター
（野崎地域人権協議会）

☎879・1551

火・金曜日
午後6時～8時

北条人権文化センター
（NPO法人ほうじょう）

☎876・2560

納 税 相 談 市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市 役 所（ 納 税 課 ）
☎870・0421

市役所（保険収納課）
☎870・9619

子 育 て 相 談

保育所開所日
（平日）
午前10時～午後4時

（土曜日）
午前10時～正午

南 郷 保 育 所
☎872・7327

北 条 保 育 所
☎876・5237

野 崎 保 育 所
☎876・5630

センター開所日
午前9時～午後5時

（電話は午後8時まで）
（月～土曜日）

南郷子育て支援センター
☎872・0013

センター開所日
午前9時～午後5時

（火曜日は午後1時～5時）
四条子育て支援センター

☎876・7510

センター開所日
午前9時～午後5時

（電話は午後8時まで）
（月～土曜日）

キ ッ ズ プ ラ ザ
☎874・8800

介 護 保 険 に
関 す る 相 談

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市役所（介護保険課）
☎870・9628

住宅改造相談
市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

保健医療福祉センター
（健康いきがい課）

☎875・2661

リハビリ相談
（予約制）健康相談（成人）
（予約制）栄養相談（成人）

花と緑の相談
第1・2水曜日
（1・8月は除く、休日
の場合は第3水曜日）
午前10時～午後3時

花と緑のふれあいセンター
（大東公園内）
☎872・8718（相談日のみ
通話可）
（土木管理課☎870・0481）

市役所（代表）☎872・2181
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